
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

 
 
 
 

〒984-0826 仙台市若林区若林 4-3-1 

【若林小学校内移転先住所】 
TEL 022（282）4541 

FAX 022（282）2637 

市民センターホームページアドレス  

https://www.sendai-shimincenter.jp/ 

令和２年 

２月号 
 

ＱＲコードを 

ご利用下さい 
若林市民センターは、 

大規模改修工事のため若林 

小学校に事務室を移転 

しております 

 

～ ＊このチラシはリサイクルできます。 ＊今月号は片面のみとなります。 ～ 

★サークル情報★ 

若林市民センターは、大規模改修工事（令和 2 年３月末まで【予定】）の為、貸館を休止しております。 

さわやか会 

 

毎月 2 回木曜日 13 時から 15 時、若林西

市営住宅集会所にて、健康体操を行ったり、

介護予防の知識を学んだりしています。 

楽しい親睦会もあります。 

お気軽に市民センター 

へ、お問い合わせ下さい。 

おはなしサークル ひつじの会 

 

毎月第２木曜日 8 時 25分から 8 時 40 分、

若林小学校で、朝の読み聞かせの活動をしてい

ます。練習は、第 4 木曜日午前中と朝の読み聞

かせ前日に行っています。 

子ども達の笑顔を励みに 

頑張っています。若林図書 

館、児童館でも活動中です。 

 

 

令和２年度減免・地域利用団体登録についてのお知らせ 

若林市民センターは、現在大規模改修工事に伴い休館中のため、令和２年度の減免登録や

地域利用団体登録の受付を行うことができません。それぞれの申請は、下記の方法により受

付いたします。大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。 

＊登録受付期間：令和２年２月 7 日（金）から令和２年２月２８日（金）まで 

 ※期間内に減免手続きが行われない場合、令和２年６月以降の利用について使用料が減免さ

れない場合がありますので、ご注意下さい。 

○減免登録のみを行う場合 

 現在、最も利用されている市民センター窓口でご申請ください。 

○減免登録と地域利用団体登録の両方を行う場合 

 下記の市民センター窓口でご申請ください。 

 

若林市民センターの地域利用団体 

代替施設となる市民センター 

・若林区中央市民センター・荒町市民センター 

・沖野市民センター・太白区中央市民センター 

・八本松市民センター・青葉区中央市民センター 

・片平市民センター・生涯学習支援センター 

 

 


